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ハイブリッドコートⅡの保険適用について（１２月より） 

 

本年９月に中医協において、Ｃ２（新技術）区分で１２月１日より保険導入が認めら

れた「ハイブリッドコートⅡ」についての関連通知（１１月２９日付）が発出されまし

たのでお知らせします。 

 

【対象】 

生ＰＺ（生活歯歯冠形成：金属冠、非金属冠、乳歯金属冠）を実施した歯で、歯科用

シーリング・コーティング材（ハイブリッドコートⅡ）を用いて、象牙細管の封鎖を目

的としてコーティング処置をした場合に算定する。 

 

【準用点数】 

間接歯髄保護処置 ３０点（１歯につき１回限り） 

 

【レセプト記載】 

レセプト記載欄は、処置・手術のその他欄に「コーティング処置」と表示し、 

３０×回数を記載する。 

 

【厚労省疑義解釈（その１８） 事務連絡 令和元年１２月２日付】 

（問１）生ＰＺと同日のコーティング処置算定は可か。 

（答１）可。 

 

（問２）覆罩（間接歯髄保護処置）算定後、後日行う生ＰＺ及びコーティング処置の

算定は可か。 

（答２）可。 

 

以上 
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